
京 都 大 学 自 家 用 電 気 工 作 物 保 安 規 程 施 行 細 則 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

（前 略） 
第１１条 規程第１９条の規定による需要設備の所
在する構内は、別図第２のとおりとする。 
 
 
 
別表 
別図第１ 
別図第２ （省略） 
別記様式第１～別記様式第３ （略） 
 

 
第１１条 （同 左） 
 

附 則 
この細則は、平成２８年４月１日から施行する。

 
別表 
別図第１ 
別図第２ （省略） 
別記様式第１～別記様式第３ （同 左） 
 

 

（略） （同 左）


